
                              

支担官第１０７２号 

令和６年３月６日 

 

                                         支出負担行為担当官 

                                         防衛省大臣官房会計課 

                                         会計管理官 福田 裕之 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

訂   正   公   告 
 

   

公告支担官第１０３５号（令和６年３月１日）入札件名「防衛駐在官候補者等に対する語学教育（スペイン語）（単価契

約）外４件」の以下４件について内容の一部を下記のとおり訂正する。 

 

 防衛駐在官候補者等に対する語学教育（スペイン語）（単価契約） 

 防衛駐在官候補者等に対する語学教育（ドイツ語）（単価契約） 

 防衛駐在官候補者等に対する語学教育（フランス語）（単価契約） 

 防衛駐在官候補者等に対する語学教育（ロシア語）（単価契約） 

 

記 

 
３．入札日時 を 

令和６年３月１８日（月）１３：３０（詳細は別紙第１のとおり） から 

 

令和６年３月２２日（金）１４：００（詳細は別紙第１のとおり） へ訂正する 

 

 

１１．その他（５） を 

 この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和６年３月１１日（月）１５：００

までに提出しなければならない。 から 

 

 この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和６年３月１４日（木）１２：００

までに提出しなければならない。 へ訂正する 

 

 

１１．その他（６） を 

 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応札及び入開札手続により実

施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札

については、令和６年３月１４日（木）までに、下記担当者必着分を有効とする。 から 

 

 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応札及び入開札手続により実

施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札

については、令和６年３月１９日（火）までに、下記担当者必着分を有効とする。 へ訂正する 

 

 

問い合わせ先  防衛省大臣官房会計課契約係 守安 電話 03-3268-3111 内線 20824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別紙第１ 

 

入札順 調達番号 件    名 入札時間 内容 履行場所 履行期間 摘 要 

１ X-050 
防衛駐在官候補者等に対する語学

教育（スペイン語）（単価契約） 
１４：００～ 仕様書のとおり 仕様書のとおり 

自:令和6年4月1日 

至:令和6年7月31日 
別紙第２ 

２ X-051 
防衛駐在官候補者等に対する語学

教育（ドイツ語）（単価契約） 
１４：１０～ 仕様書のとおり 仕様書のとおり 

自:令和6年4月1日 

至:令和6年7月31日 
別紙第２ 

３ X-052 
防衛駐在官候補者等に対する語学

教育（フランス語）（単価契約） 
１４：２０～ 仕様書のとおり 仕様書のとおり 

自:令和6年4月1日 

至:令和7年3月31日 
別紙第２ 

４ X-053 
防衛駐在官候補者等に対する語学

教育（ロシア語）（単価契約） 
１４：３０～ 仕様書のとおり 仕様書のとおり 

自:令和6年4月1日 

至:令和7年3月31日 
別紙第２ 

 

 

 

 

 



別紙第２ 

適合条件 

 

１ 各業者における、証明するに足る関係書類の提出を求める。 

  なお、書類については、これまでに何らかの形で防衛省へ提出又は説明済みのもの

であっても、漏れなく提出するものとする。 

 

２ 提出書類 

(1)  施設環境等について、以下の事項がわかるもの。 

ア 教育を行う契約相手方は、平日早朝及び夜間にも授業を実施する観点から、

防衛省（新宿区市谷本村町 5-1）から８km 圏内で通える場所に、複数の教室を

有すること。（レンタルルーム等のように常時教育に使用できない教室は不可。） 

イ 教室は、受講者が集中できるよう、個室とすること。（パーテーション、ア

コーディオンカーテン及びカーテン等で仕切られた部屋は不可。） 

(2)  講師の資質等について、以下の事項がわかるもの。 

ア 当該言語について教授経験がある講師を複数人有し初心者から上級者までが

研修できる体制・能力を有すること。 

イ 当該言語の教師として、当該言語を母国語としない者へ当該言語を教えるこ

とのできる資格や十分な経験保持者であること。 

ウ 教育を担当する言語を母国語とする者、または母国語と同等の能力を有する

者であること。 

エ 4 年生大学卒業相当の資格を有していること。 

 

(3) 提出書類の形式等については以下のとおりとする。 

ア 書類の形式 

    形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示するとともに、社印を押印の

うえ、上記書類順で綴るものとする。 

  イ 提出部数 

    各１部 

  ウ 提出期限 

    令和６年３月１４日（木）１２：００まで 

  エ 虚偽がないものとする。 

オ 書類提出後、官側から細部補足資料等及び社内監査を求める場合がある。 

  カ 提出書類に関する問い合わせは、提出期限の前日の１８時１５分までとする。 


